
本巣市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例 

平成２２年７月６日 

条例第１５号 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４９条の２（法第８８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途を制限することにより、

合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成又は保持に資することを目

的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例で使用する用語の定義は、法及び建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号。以下「政令」という。）の定めるところによる。 

（特定用途制限地域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項（同

法第２１条第２項において準用する場合を含む。）の規定による特定用途制限地

域の決定又は変更に係る本巣市の告示に定める特定用途制限地域内の建築物又は

工作物について適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 前条の特定用途制限地域内においては、別表第１に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

（基準時） 

第５条 この条例において「基準時」とは、法第３条第２項の規定により前条の規

定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き前条

の規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。）の適

用を受けない期間の始期をいう。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第６条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築物につい

て増築又は改築をする場合において、当該増築又は改築が基準時における敷地内

におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積

が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第５２条第１項から第８項まで

及び法第５３条の規定に適合する場合は、法第３条第３項第３号及び第４号の規

定にかかわらず、第４条の規定は、適用しない。 

（用途の変更に対する準用） 

第７条 建築物（法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築

物を除く。）の用途を変更する場合においては、第４条の規定を準用する。 

２ 法第８７条第３項の規定により第４条の規定の準用を受けない用途相互間の類

似の用途の変更において、政令第１３７条の１９第３項の規定により条例で定め

ることのできる類似の用途の範囲は、次の各号のいずれかに掲げる用途である場



合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 

(1) 法別表第二（に）項第３号に掲げる建築物 

(2) 法別表第二（に）項第４号に掲げる建築物（用途変更後において風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第６項第４号に規定する建築物は除く。） 

(3) 法別表第二（に）項第７号に掲げる建築物（店舗、飲食店又は事務所に限る。） 

(4) 法別表第二（に）項第８号に掲げる建築物（店舗、飲食店又は事務所に限る。） 

(5) 法別表第二（ほ）項第２号に掲げる建築物 

(6) 法別表第二（ほ）項第３号に掲げる建築物 

(7) 法別表第二（へ）項第３号に掲げる建築物 

(8) 法別表第二（と）項第１号に掲げる建築物（（り）項第２号及び第３号は除

く。） 

(9) 法別表第二（り）項第２号に掲げる建築物 

（建築物の敷地が制限地域の内外にわたる場合の措置） 

第８条 建築物の敷地が第３条の特定用途制限地域の内外にわたる場合において、

特定用途制限地域に属する敷地が敷地の全部の過半となるときは、当該建築物の

全部について、特定用途制限地域内の建築物に関する法律の規定若しくはその法

律に基づく命令又はこの条例の規定を適用する。 

（公益上必要な建築物等の特例） 

第９条 政令第１３０条の２第３項の規定により、市長がこの条例の規定の適用に

関し地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと

認めて許可した建築物については、この条例に定める制限の適用を除外すること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定による許可（以下「特例許可」という。）をする場合にお

いては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により

意見を聴取するとともに、第１０条第１項に規定する本巣市特定用途制限地域建

築審議会の同意を得なければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、

改築又は移転の許可が、次の要件に該当するときは、この限りでない。 

(1) 増築、改築又は移転が、特例許可を受けた際における敷地内のものであると

き。 

(2) 増築又は改築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の

床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超え

ないとき。 

(3) 第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容

量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容

量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計

を超えないとき。 

３ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、特例許可を行お



うとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、意見の聴取の

期日の３日前までに公告しなければならない。 

（本巣市特定用途制限地域建築審議会） 

第１０条 前条第２項の特例許可に関する同意について審議させるため、本巣市特

定用途制限地域建築審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員７人以内をもって組織する。 

３ 委員は、優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長

が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（工作物への準用） 

第１１条 別表第２に掲げる工作物（土木事業その他の事業に一時的に使用するた

めにその事業中臨時にあるもの及び同表に掲げる工作物で建築物の敷地（法第３

条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築物については、第５条

に規定する基準時における敷地をいう。）と同一の敷地内にあるものを除く。）

については、第４条から第９条までの規定を準用する。この場合において、第９

条第２項第２号中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものと

する。 

（特例許可の条件） 

第１２条 市長は、この条例の規定による特例許可には、第１条の目的を達成する

ための条件その他必要な条件を付すことができる。 

（特例許可に関する消防長等の同意） 

第１３条 市長は、この条例の規定による特例許可をする場合においては、第３条

の特定用途制限地域を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該特

例許可をすることができない。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第４条（第１１条において準用する場合を含む。）の規定に違反した場合に

おける当該建築物又は工作物の建築主又は築造主 

(2) 第７条（第１１条において準用する場合を含む。）において準用する第４条

の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占

有者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。 



附 則 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

種類 建築してはならない建築物 

幹線道路沿道地区Ⅰ型 （1） 法別表第二（に）項第４号に掲げる建築物のうち

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第

２条第６項第４号に規定する建築物 

（2） 法別表第二（と）項第１号に掲げる建築物 

幹線道路沿道地区Ⅱ型 （1） 法別表第二（に）項第４号に掲げる建築物のうち

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第

２条第６項第４号に規定する建築物 

（2） 法別表第二（へ）項第３号に掲げる建築物 

（3） 店舗又は飲食店の用途に供する建築物でその用途

に供する部分の床面積の合計が３，０００㎡を超えるも

の 

（4） 法別表第二（と）項第１号に掲げる建築物 

産業誘導地区 （1） 法別表第二（を）項第１号に掲げる建築物 

（2） 法別表第二（を）項第２号に掲げる建築物 

（3） 法別表第二（を）項第３号に掲げる建築物 

（4） 法別表第二（を）項第４号に掲げる建築物 

田園居住地区 （1） 法別表第二（に）項第１号に掲げる建築物（（と）

項第４号を除く。） 

（2） 法別表第二（に）項第３号に掲げる建築物 

（3） 法別表第二（に）項第４号に掲げる建築物 

（4） 法別表第二（に）項第７号に掲げる建築物 

（5） 法別表第二（に）項第８号に掲げる建築物 

（6） 法別表第二（ぬ）項に掲げる建築物 

別表第２（第１１条関係） 

種類 築造してはならない工作物 

幹線道路沿道地区Ⅰ型 

幹線道路沿道地区Ⅱ型 

田園居住地区 

（1） 法別表第二（ぬ）項第３号（13）又は（１３の２）

の用途に供する工作物 

（2） 法別表第二（る）項第１号（21）の用途に供する

工作物 

 


